
施設総数
営業停止

命 令

営業禁止

命 令

回 収

命 令

廃 棄

命 令

返 品

命 令

改 善

命 令
指 導 票 始 末 書

無 許 可

営業警告
その他

総 数 590      11        - -          -          -          -          557      22        -          -          

川 崎 124      2          -          -          -          -          -          122      -          -          -          

幸 37        2          -          -          -          -          -          32        3          -          -          

中 原 94        2          -          -          -          -          -          92        -          -          -          

高 津 142      2          - -          -          -          -          126      14        -          -          

宮 前 87        1          -          -          -          -          -          86        -          -          -          

多 摩 43        2          -          -          -          -          -          36        5          -          -          

麻 生 57        -          -          -          -          -          -          57        -          -          -          

中央卸売市

場食品衛生

検 査 所

1          -          -          -          -          -          -          1          -          -          -          

食品専門

監視担当
5          -          -          -          -          -          -          5          -          -          -          

注）口頭説諭を含まない。

資料：食品安全課

表 ２３５  処分等の内容

§4 行政処分等

　食中毒を発生させた施設等に対しては、危害の拡大や再発を防止するため、必要な措置を講じた。また、食品への異物混入や衛生管理

等に関する苦情の届出を受理した際は、健康被害の発生状況や原因について調査を行い、再発防止の指導を行った。


